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老人保健施設ミネルワ 
介護予防短期入所療養介護重要事項説明書 

＜令和      年      月     日現在＞ 
 

１．老人保健施設ミネルワが提供するサービスについての相談窓口 

        電  話    ０８９－９７２－９５００ 

  ＦＡＸ    ０８９－９７２－９５９９ 

        担 当    支援相談員   

＊ ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。 

 

２．老人保健施設ミネルワ介護予防短期入所療養介護の概要 

 

（１）提供できるサービスの種類 

施 設 名 称 老人保健施設ミネルワ 

所 在 地 松山市高岡町３０２番地２ 

介 護 保 険 事 業 所 番 号 ３８５７７８０２５２ 

施 設 長 松本 欣也 

 

（２）介護予防短期入所療養介護の目的 

   事業者は、要支援状態と認定された利用者（以下「利用者」という。）に対し介護 

  保険法令の趣旨にしたがって、利用者とその家族が可能な限り、その居宅において 

  その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができることを目的とする。 
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（３）職員体制（施設サービスと兼ねる） 

 常  勤 非常勤 業  務  内  容 計 

管 理 者 １  職員の総括管理、 

指導を行う 

１ 

医 師 １ ２ 利用者診療及び 

健康管理 

３ 

薬 剤 師  １ 薬剤管理 １ 

支 援 相 談 員 ２  相談に適切に応じ、

各サービス事業者、 

関係機関との連携 

２ 

管 理 栄 養 士 ２  献立、検食 ２ 

理 学 療 法 士 

作 業 療 法 士 

言 語 聴 覚 士 

３ 

２ 

 

 

 

２ 

リハビリテーション 

の実施、及び指導 

 

７ 

介 護 支 援 専 門 員 １ 

 

 

 サービス担当者会議

の開催、要介護認定

の申請、手続き 

１ 

事 務 職 員 ５ １ 庶務、会計、保繕 ６ 

看 護 職 員 １３ １ 投薬、検温、血圧測

定等の医療行為 

１４ 

介 護 職 員 ２６ ２ 利用者の生活介護 ２８ 

 

（４）設備の概要（施設サービスと兼ねる） 

 浴   室 一般浴槽と特殊浴槽があります 

 

居 室 

 

４人部屋 ２０室 診 察 室 １室 

２人部屋   ８室 デイルーム 各階１室 

個    室   ４室 機能訓練室       １室 

 

３．サービス内容 

 

  ①  居室 

        基本的には定員４名の居室になります。 

        個室、２人部屋もございます。 

 

  ②  食事 

        朝食      ７：３０ ～   ８：３０ 

        昼食    １２：００ ～ １３：００ 

        夕食    １８：００ ～ １９：００ 

          原則、各階の食堂にてお摂りいただきます。 

     ＊利用者様の状態によっては食事時間、場所は上記と異なる場合があります。 
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③  入浴 

        原則として、週に最低２回入浴していただけます。ただし、心身の状態に応じ、

中止または清拭となる場合があります。 

 

  ④  看護及び介護 

        介護予防短期入所療養介護計画に基づき下記の看護及び介護を行います。 

          整容、着替え、排泄、食事、入浴等の介助 

          おむつ交換、体位交換、シーツ交換、施設内の移動の付き添い等 

 

  ⑤  リハビリテーション 

        リハビリテーション計画に基づき機能訓練室又は各階等で行います。 

        施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーション効果を期待した 

      ものです。 

 

  ⑥  レクリエーション 

        事業者では、季節ごとの行事を行っています。 

        行事によっては別途実費（材料費）がかかるものもございます。 

クラブ活動の選択 

１． ペン習字クラブ ２．工作クラブ ３．ぬり絵クラブ ４．脳トレクラブ 

５．習字クラブ ６．はりえクラブ   

 

  ⑦  支援相談 

        家庭での生活を支援します。介護以外の日常生活に関することも含め相談できま 

      す。 

 

  ⑧  健康管理 

        医師による診察を行います。 

        また、利用者の身体状況に応じて、随時診察を行います。 

        看護職員による健康チェックを行います。 

 

  ⑨  行政手続代行 

        介護保険の申請及び継続の手続きの代行を致します。 

        なお、手続きの代行をご希望される方は、要介護認定有効満了日の２ヶ月前まで 

      にお申し出下さい。 

 

 ⑩ 理美容サービス 

    月に１回程、委託業者による理美容サービスを実施しております。料金は別途か 

   かります。 

 

  ⑪  私物の洗濯 

        原則として持ち帰りをお願いしておりますが、洗濯を業者に委託することもでき 

      ますので、お申し出下さい。料金は別途かかります。 
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４．利用料金 

（１）保険給付の自己負担金額 

 

①  基本料金（１割負担の場合） 

 １日あたりの自己負担分 

＜個室＞ 

１日あたりの自己負担分 

＜２人部屋、４人部屋＞ 

要支援１            ６３２円 ７７８円 

要支援２ ６７２円 ８３４円 

 

 ※ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接 

   事業者に支払われない場合があります。 

    その場合は一旦１日あたりの利用料金をいただき、サービス提供証明 

   書を発行致します。 

    サービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、差額の払戻 

   しを受けることができます。 

 

  ② 加算料金（別紙資料ご参照下さい。） 

 

（２）保険給付外の自己負担金額 

 

①  食費 

１日あたり第４段階以上の方は、   １，４４５円 

      ただし、朝食３３５円、昼食５５５円、夕食５５５円として計算します。 

＊ 事業所で提供する食事をお摂りいただいた場合にお支払いいただきます。 

＊ 所得段階により負担額が異なります。 

②  滞在費  

      第４段階以上の方は、１日あたり 個 室     １，７００円 

                      ２人部屋、４人部屋 ４３０円 

③ 日用品費 

        １日あたり   ２００円 

＊ 石鹸、シャンプー、おしぼり等の費用であり、事業所で用意するものをご 

  利用いただく場合にお支払いいただきます。 

 

④ 教養娯楽費 

＊ 習字クラブ、押し花クラブ、手芸クラブ活動等で使用する教材等の費用 

  であり、事業所で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただき 

  ます。 （別紙資料ご参照下さい。） 
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⑤ 特別な室料 

１日あたり    個    室   ２，０００円 

                      ２人部屋      １，０００円 

       ＊ 個室、２人室のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。なお、 

個室、２人室をご利用の場合、外泊時にも特別な室料をいただくこととなり 

ます。 

 

⑥ 理美容代  ２，０００円 

   委託業者の理美容サービスを利用された方にお支払いいただきます。 

 

⑦ その他の費用 

 ・ 洗濯代 （別紙資料ご参照下さい。） 

          

（３）支払方法 

サービス利用料金は、毎月１日から月末までの１ケ月ごとに計算し、事業者は毎 

月月末で締めて翌月に請求書を発行、１４日に利用者に送付するものとします。ま 

た、お支払い方法は、金融機関での自動引きおとしとさせていただき、入金確認後、 

領収証を発行致します。 

 

（４）利用中の中止 

利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算しま 

す。 

※ 以下の場合に、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

・  利用者が中途退所を希望した場合 

・  入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

・  利用中に体調が悪くなった場合 

・  他の利用者の生命または健康に重大な影響をあたえる行為があった場合 

 

５．サービスの利用方法 

 

（１）サービスの利用申し込み 

    まずは、お電話等でご相談下さい。 

    ご利用日については、契約している居宅介護支援事業所とご相談下さい。 

    短期入所療養介護計画作成と同時に契約を締結致します。なお、ご利用の予約 

  は２ヶ月前からできます。 

 

（２）サービス利用契約の終了 

① 利用者のご都合でサービス利用契約を終了される場合 

  実際に短期入所療養介護をご利用中でなければ、連絡いただければ解約できま 

す。 
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② その他の都合でサービス利用契約が終了する場合 

          以下の場合は、双方の通知がなくてもサービス利用契約を終了し、予約は無効 

        となります。 

 ・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当 

（自立）と認定された場合 

 ・ 利用者が死亡した場合 

 

③ その他 

        ・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを正当な理由なく１ヶ月以上遅延し、 

  料金を支払うよう催告したにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、利用 

  者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または、利用 

  者やご家族などが、事業者並びに事業者職員に対して本契約を継続し難いほど 

  の背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、契約を終了させてい 

  ただく場合がございます。なお、この場合、契約終了後の予約は無効となりま 

  す。 

 

６．事業者サービスの特徴等 

 

（１）運営の方針 

   １．事業者は、利用者の家族・介護者の疾病、事故、葬祭など突発的な事情による利 

     用に対して、短期間であるが安定した療養生活、身体機能の維持のため機能訓練な 

     どにも参加できるように援助し、利用者の家族・介護者の身体的及び精神的負担の 

     軽減を図る。 

   ２．事業者は、利用者が短期間の利用の後自宅に戻る事を配慮して可能な限り自宅で 

      の生活のリズムで過ごせるように、短期入所療養介護計画に基づき支援する。 

   ３．事業者は、利用者ができる限り自立能力を向上し、意欲的な社会交流がもてるよ 

     うに自立支援を基本的視点に援助する。 

   ４．事業者は、利用者の家族・介護者の日常生活のＱＯＬの維持・向上に大きな役割 

     を果たすという継続的な支援の視点の下に援助する。 

   ５．事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体勢の整備を行う 

   とともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

 

   ・  特徴として 

 １．近くを路線バスが通っており、バス停からわずか３分の交通の便利な場所にあ

ります。 

 ２．利用者の生活訓練にふさわしく、建物は日当たりも良く明るく、特に松山市の

数ある優秀な照明施設として照明学会から表彰を、又、松山市から都市景観賞を

受賞しました。 

 ３．訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、デイサービスセンターが併設さ

れており、協力病院も近くにあり、在宅サービスにスムーズにつなげます。 

 ４．職員は明るく家庭的雰囲気をモットーとしています。 
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（２）サービス利用のために 

事  項 有 無 備  考 

男性介護職員の有無 ○  

従業員への研修の実施 ○  

サービスマニュアルの作成 ○  

身体的拘束 ×  

その他   

 

（３）サービス利用にあたっての留意事項 

 

・面会 

     ご家族との継続した関わりを保ちたいと考えています。洗濯物の交換時を兼ね 

るなど、週２回程度以上はご面会をお願いします。また、面会時間は原則として、 

午前８時３０分～午後７時３０分です。 

 

    ・来所の時間 

         正面玄関  平日 午前８時３０分～午後５時３０分 

         裏玄関    平日 午後５時３０分以降 

土曜 午後１２時３０分以降、日曜、祝祭日 

                  ※ 平日以外、裏玄関は手動での開閉をお願い致します。 

 

    ・消灯時間 

      午後９時です。 

 

・面会簿、外出簿、外泊簿 

         各階サービスステーションに用意してありますので、ご記入下さい。また外出

と外泊については、その時々の病状などにより中止した方が良い場合があります

ので、必ず職員までご相談下さい。 

 

    ・所持品の持ち込み 

必ずフルネームでの記名をして下さい。また、持ち物チェックをさせていただ 

        きます。 

 

    ・金銭、貴重品等 

          入所中は、飲み物の自販機、電話、洗濯機の使用以外はお金は必要ありません 

        ので、大金はご持参頂かないようお願い致します。貴重品も同様にお願いします。 

    金銭の個人管理が困難となった場合、入所者等の意思を確認し、適正な管理を 

    行うため、出納帳を作成し、複数の職員により常に確認できる体制をとります。 
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・飲食物の差し入れ 

          利用者の中には、糖尿病など栄養管理の必要な方がいます。また、認知症のあ

る方を含めた集団生活の場でもありますので、ご家族の方等からの差し入れは、

原則として職員が管理させていただきます。各階サービスステーションへご連絡

下さい。 

 

    ・車椅子、歩行器などの使用 

      使い慣れたものがよいと思いますので、すでに所有されている方はご持参い

ただいて結構です。 

 

・設備、備品の利用 

各階にお申し出下さい。 

 

・飲酒、喫煙 

   飲酒は原則禁止、喫煙は指定の喫煙所で行って下さい。 

 

・火気の取扱い 

      ありません。 

 

    ・利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」 

          禁止致します。 

 

    ・他の利用者への迷惑行為 

          禁止致します。 

 

    ・ペット 

          持ち込み禁止です。 

 

    ・行事への参加 

         毎月、行事を実施しています。各階にてご案内致しますので、よろしければご 

家族の方もご参加下さい。 

 

    ・入所中の受診（薬のみの場合も同様） 

     入所中の受診は、その費用は一部を除いて事業所が負担することになります。 

受診するときは、医師の紹介状が必ず必要となります。なお、受診の際にはで

きるだけ事業所に連絡したうえでご家族の方もご同行下さい。 

 

    ・被保険者証等の確認 

          初回、月初め、変更時に１階受付までご提示下さい。確認の上、お返しします。 

    具体的 介護保険被保険者証、健康保険証、老人医療受給者証、健康手帳、 

重度心身障害者医療受給者証、原爆手帳、各種公費負担被保険者証 
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    ・住所、連絡先の変更 

         変更がある場合には、速やかにご連絡下さい。 

 

    ・高額介護サービス費  

         基本的には１ヶ月の自己負担額（保険給付外サービスの負担額を除く）が医療 

費の負担の限度額を超えた場合、その超えた部分が支給されます。ただし、課税 

状況によって、負担額が違いますので、お気軽にご相談下さい。 

 

７．緊急時の対応 

      利用者の健康状態が急変した場合又は事故が発生した場合は、予め届けられた連絡

先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を講じます。 

 

８．事故発生時の対応 

（１）サービス提供等により事故が発生した場合、事業者は、利用者に対し必要な措置を 

   講じます。 

（２）医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機 

   関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

（３）前２項のほか、事業者は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険者 

   の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

９．虐待の防止 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に 

   ついて従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止のための指針を整備する。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

（４）前３項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

１０．非常災害対策 

・防災時の対応   業務用直通電話が松山西消防署とつながっています。 

                        緊急連絡網により職員の呼び出しを行います。 

・防災設備          消火栓、消化器、スプリンクラー、防火扉等 

    ・防災訓練          年２回実施（１回は夜間を想定） 

  ・非常災害計画を掲示しています。 
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１１．サービス内容に関する相談・苦情 

 

① 事業者の利用者からの相談・苦情も受け付けています。 

          担 当     支援相談員   

        電  話     ０８９－９７２－９５００ 

         ＦＡＸ    ０８９－９７２－９５９９ 

      （受付時間 月～金曜日 ８：３０～１７：３０、土曜日８：３０～１２：３０） 

 

③ その他、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。（別紙資料ご参照下さい。） 

松山市役所指導監査課 

 

 

所在地 松山市二番町４丁目７番２号 

電話番号 ０８９－９４８－６９６８ 

受付時間 毎週月～金曜日  

８時３０～１７時１５分 

愛媛県国民健康保険団体連合会 

 

 

所在地 松山市高岡町１０１－１ 

電話番号 ０８９－９６８－８７００ 

受付時間 毎週月～金曜日  

９時～１７時１５分 

愛媛県社会福祉協議会 

愛媛県福祉サービス運営適正委員会 

 

所在地 松山市持田町三丁目８番１５号 

電話番号 ０８９－９９８－３４７７ 

受付時間 毎週月～金曜日 ９時～１２時 

１３時～１６時３０分 

 

１２．当法人の概要 

 

      名称・法人種別          医療法人ミネルワ会 

      代表者役職・氏名        理事長  渡邊  英生 

      本部所在地・電話番号  松山市空港通七丁目１３番３号  電話 089-973-0111 

      ミネルワ会関連事業      １．渡辺病院 

                              ２．老人保健施設ミネルワ 

                              ３．訪問看護ステーションミネルワ 

                              ４．ミネルワ居宅介護支援事業所 

                              ５．デイサービスセンターミネルワ 

               ６．グループホームミネルワ 

               ７．地域包括支援センター 生石・味生 
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契約をする場合は以下の確認をすること 

 

令和    年    月    日 

 

  介護予防短期入所療養介護ご利用にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づ

いて重要な事項を説明しました。 

 

        事業者 

             所在地 松山市高岡町３０２番地２ 

             事業者名 老人保健施設ミネルワ介護予防短期入所療養介護 

 

説明者 氏名             印 

 

  私は、契約書および本書面より、事業者から介護予防短期入所療養介護についての重要

事項の説明を受けました。 

 

利 用 者  住所 

氏名             印 

 

家   族 住所 

身元引受人 氏名             印 


